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新高教発第 54 号 

2025 年 1 月 18 日 

支部長   様 

分会長   様 

司書職員部 様 

新潟県高等学校教職員組合 

執行委員長  遠藤  丞 

 

司書職員を会議から排除させないとりくみ（３） 

――  入試合否判定会議・学年末成績会議に対するとりくみについて ―― 

連日のご奮闘に敬意を表します。 

さて、県教委は 2010 年 11 月 25 日、「合否判定会議は教育職員のみで行うこと」を旨とする通知を

発出し、司書職員を合否判定会議から排除する暴挙に出ました。さらに、高等学校校長協会が「生徒の

身分にかかわる会議は教育職員のみで行なう」として、司書職員を排除する会議の対象を、通知にある

合否判定会議から学年末の成績会議等にまで広げたことから、職場は大きく混乱しました。しかし、県

教委は校長協会の暴走を止めるどころか、逆に校長協会の意思統一をふまえて、2013 年 2 月 12 日、「職

員会議の適正な運用について（依頼）」と題する依頼文を発出し、学年末の成績会議等から司書職員を

排除する姿勢を明確にしました。 

このたび高教組本部は、全分会に校長に対する抗議要求書のとりくみを要請しました。また、２月６

日には県高等学校校長協会長に対して意思統一している方針を撤回するよう要請行動を行い、同日県教

委に対して通知文および依頼文の撤回を求める折衝を行いましたが、平行線のままで撤回には至りませ

んでした。 

このことをふまえ、年度末の成績会議については以下の対応を指示しますので、とりくみのほど、よ

ろしくお願いします。 

                      記 

１．たたかいの方針 

（１）獲得目標 

従来どおり入試合否判定会議、および通常の学校教育活動としての各種職員会議への参加と学年団への

所属継続を校長に認めさせること。 

（２）具体的たたかい方 

①分会のとりくみ 

 ※とりくみにあたっては、司書職員と十分話し合いをしてとりくんでください。 

(ⅰ)たたかいの意志統一を十分はかり、上記獲得目標を達成することを目ざし、校長交渉を強化する。 

(ⅱ)「校長が教育職員の範囲内で行うことが適切であると判断した会議」に対して、司書を排除する

ことの不当性を訴え校長の翻意を交渉において追及する。 

(ⅲ)しかし、校長の翻意に至らなかった場合は、会議への参加態勢をしかないこと。 

(ⅳ)入試合否判定会議については、参加態勢をしかないこと。 

②本部のとりくみ 

(ⅰ)分会のとりくみを支援する態勢を作り、必要とあれば、本部が入った校長交渉を行う。 

(ⅱ)総務課交渉を強化し、「97.12.2 合意」及び「11.1.24 確認」尊重の具体的証を明らかにさせる。 

(ⅲ)校長協会への要請行動を強化し、司書を排除することの不当性を訴え会議招集範囲に含めるよう

追及する。 
 

２．添付資料 (別紙) 

(１)司書職員や入試合否判定会議や職員会議（成績会議、生徒指導会議）・学年団から排除すること

はなぜ不当なのか（2010 年 12 月「新潟県高等学校教職員組合本部執行委員会」） 

(２)11.2.10 総務課から全校への一斉メール内容 

(３)資料（「1971 確認」「97.12.2 合意」「現行学習指導要領における図書館教育の位置づけ」 

     「14.6.19 参議院文教科学委員会附帯決議」 

      ｢これからの学校図書館の整備充実について(報告)｣ 

（４）19.8.5 管理係確認事項 

（５）19.10.28 県教委交渉記録 

３．その他 不明な点につきましては、司書職員部担当浅川(025-265-4151)までお問い合わせください。 
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新高教発指示第 54 号 別紙 

（１）司書職員を合否判定会議や職員会議(成績会議、生徒指導会

議)・学年団から排除することはなぜ不当なのか 

２０１０年１２月 

新潟県高等学校教職員組合本部執行委員会 

１．排除の動きの背景にある高等学校校長協会の考え方 

（１）２０１０年４月１日施行の新潟高校職員会議規程では、職員会議を二つに分けている。一つは、

全教職員が参加する会議であり、もう一つは教育職員のみが参加する会議である。全教職員が参加する

会議は定例会議を指し、教育職員のみが参加する会議は、入試合否判定会議・成績会議・生徒指導会議

を指す。そして教育職員とは、教育公務員特例法に規定する職員としている。ただ、これはあくまでも

校長協会の定義づけでしかない。上記定義によれば、司書職員は制度的にはまだ教育公務員特例法には

位置付づけられていないので、教育職員のみが参加する会議には校長は招集しないということになる。 

（２）なぜこのような考え方が生まれたのかというと、情報公開条例の影響が一番大きいようである。

例えば、高校入試の合否を巡っては現在合否判定に対し、点数開示を請求できるようになっている。従

って不合格に不服の保護者がいた場合、その合否判定に加わった職員を明らかにしろと請求された場合

のことを恐れているのである。しかし、そこまで開示しなければならないかは定かではなく、こうした

根拠の薄い恐れに発した考え方は、１９７１年に本県に司書職員制度が導入されていきさつやその後の

経過を無視するものである。とりわけこの間各学校の教育活動において、司書職員が果たしてきた教育

的役割の大きさを考慮しないものである。 

２．私たちの考え方 

（１）そもそも本県の司書職員制度導入時の県教委と新高教の確認では、「司書は定数法上の枠がない

ので事務職員の定数を使うが、勤務の実態は教育職と同様に扱う」となっている。（「７１確認」）。

この確認に基づき、本県の司書職員は各学校の教育活動において、図書館教育を中心にさまざまな教育

活動を担ってきた。その中で職員会議に参加し、学年団をはじめ校務分掌も積極的に担ってきた。 

（２）さらに、１９９７年１２月２日には、「司書は専門職であり、学校図書館において教育職員の周

辺で業務に従事するものであって、一般事務を職務の主たる内容としているものではない。」との認識

を県教委・総務課と再度行った（「１２．２合意」）。この確認に付随して、「司書の校務分掌上の役

割については、校長の判断を総務課は尊重する。この判断は司書や組合など職員の意見を十分聞いたう

えでの判断である。」ことも確認した。 

（３）再度このような確認をしなければならなかった理由は、日本の司書制度が矛盾の中にあるからで

ある。本来司書職員の仕事は教育職としての仕事であるにもかかわらず、司書は学校教育法や教員定数

法に位置づけられてこなかった。だから本県の場合でも、司書職員は事務職員定数を充て、給料表も行

政職給料表を充てざるを得ないが、実態は教育職員と同様に扱うとせざるを得なかったのであり、最初

から実態と制度の間に矛盾があった。この矛盾を長い間放置している責任は一義的には国にあるといえ

る。 

（４）しかし、本県においてはこの矛盾の中で、制度発足時から司書職員が教育職員として図書館を中

心に教育活動に携わることに県教委・校長・組合が事実上合意してきたのである。それは、図書館教育

が学校の教育活動において占める大きな役割に対する三者の理解と、その図書館教育を中心的に担う司

書職員のこの間の粘り強い実践があったからである。だから、各校長は本県におけるこうした智恵ある

経過と、その中で懸命に教育活動に携わってきた司書職員の努力と心情に今こそ思いをいたすべきであ

る。 

（５）２０１３年度から実施される新学習指導要領においては、生徒の言語活動の充実を謳っており、

そのための言語環境の中核に学校図書館を位置付けた。そして、「総合的な学習の時間」では、学校図

書館を利用しての学習を強調し、そのために図書館司書を含めて、全教職員が協力して取りくむことを

明記している。学校教育活動において司書の果たすべき役割を、このように学習指導要領に明確に示す

のは初めてのことであり、画期的なことである。校長はこのことをきちんと認識すべきである。 
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（６）以上のことから、情報公開にただ怯えているだけで、制度の矛盾の中でも三者で知恵を出し合い

維持してきた本県の司書制度を壊すことは、本県高校教育発展に背を向ける愚かな行為である。まして

やさまざまな教育活動を場から司書職員を排除することは、司書職員の誇りと労働意欲を奪うものであ

り、各校の教育活動の活性化に反するものである。 

（７）成績会議について言えば、学年末の会議も含めて、ＬＨＲ活動における図書館活用の評価に果た

すべき司書の役割を考えれば、情報の提供は不可欠である。また単位認定の最優判断は校長が行うわけ

だから、出席者にこだわるのは意味がない。万一情報公開請求があっても、校長の責任で判断したと答

えればよい。生徒指導会議については、普段から司書室を訪れる子どもたちの様子をよく知悉している

司書職員の参加は欠かせない。ましてや学年団に所属し、担任と情報の共有をすすめていくことは、生

徒指導に重要な意味を持つ。こうした日常的教育活動を司書にやらせないということをもし校長が判断

したとしたら、教育活動の責任者としての資質が疑われよう。 

（８）合否判定会議を含む入試業務は県教委業務であるが、実際には学校現場に請け負わせているのだ

から、現場の全職員が気持ちよく業務に従事できるように取り計らう責任が県教委にも校長にもある。

その意味で今回出された通知はその趣旨に著しく反するものである。 

 校長はもう一度、本県における司書職員制度の成り立ちと経過、司書職員が教育活動に果たしている

役割、そして新学習指導要領上の位置づけを総合的に把握し直し、もしも県民に問われれば、堂々粛々

と説明責任を果たせばよい。さらには、第三者の目で客観的に見れば会議などの出席というそれほども

める必要なないことで、有力な職員の働きがいを奪うことに精力を注ぐ余裕が、今の校長たちにはある

のだろうかということを自らに問いかけてほしい。 

（２） 

２０１１年２月１０日総務課から全校への一斉メール内容 

「司書職員を１０年度末入試合否判定会議から排除する通知の発出に抗議し、 

その撤回を求める緊急要求書」意見交換の概要 
平成 23 年 1 月 24 日（月）15：30～15：40 

県庁行政庁舎 1702 会議室 

高教組：高教組は、2010 年 12 月 7 日に「司書職員を 10 年度末入試合否判定会議から排除する通

知の発出に抗議し、その撤回を求める緊急要求書」を教育委員会に出した。貴委員会は、入

試業務に関わる通知の内容を一部変更し、2010 年度（平成 22 年度）末高校入試の合否判定

会議から、司書職員を排除するとした通知を、この度出されたと聞いているが、どうか。 

総務課：平成 23 年度新潟県立高等学校の入学者選抜に当たっての考え方、方法等については、主

管課である高等学校教育課が昨年 11 月末に学校長あてに通知を出したと聞いている。ただ

し、その内容は、入学者選抜に関するものであることから、皆さんにお話しすることはでき

ない。 

高教組：司書職員については、標準定数法上は行政職に位置づけられているものの、1997 年の第

140 回国会で司書教諭制度を動かすことを決めた時、附帯決議に明示されたように、専任司

書教諭制度の確立に向け、議論が進んでいるところである。また、司書の職務については、

新学習指導要領で特別活動における「主体的な学習態度の確立と学校図書館の利用」、総合

的な学習の時間における、「参考図書の活用にかかわっての生徒相談や情報提供」など、生

徒の学習を支援する上での重要な役割が明確に記載されている。このように学習指導要領上

に位置づけられた司書職員を合否判定会議から排除する合理的な根拠などがあるはずがな

いと考えている。従って、新潟県高校教育を進めるに当り、県民に説明がつかず、学校とし

ての協力体制を一律に切り捨てるような通知については、直ちに撤回するように求める。 

総務課：今ほどの皆さんの主張は、今までもお聞きしているが、先ほど申し上げたとおり、今回の

通知は、まさに入学者選抜に関するものであり、その内容はお話しできないし、教育委員会

がその権限に基づき発出したものについて、撤回する必要ないと考えている。入学者選抜は、

教育委員会が定めるところにより統一的に行なうものであり、一般的な校務分掌と同列に扱

うことはできないことを理解いただきたい。 
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高教組：一般的な校務分掌と同列に扱うことはできないということは、入試業務の性格上、そのと

おりだと私たちも考える。入試業務については、本来、県教委業務であり、現場教職員は県

教委から委託を受けてこの業務に当たっていると私たちは考えている。従って、誰もが気持

ちよく入試業務に協力できるようにすべきで、この点からも今回の通知には承服できない。

今後も引き続き撤回を要求していきたい。 

高教組：貴職は、本年度、11 月 29 日の司書職員部との交渉で「12.2 合意」については、「尊重す

る」と回答された。「12.2 合意」の中で、司書の学校校務分掌の扱いについては、原則と

して校長の判断によるとされている。これについて、以下のとおり確認させていただきたい。

校長の判断によるといっても、本人の希望及び学校の実態を踏まえて判断するという意味と

とらえるが、それでよいか。 

総務課：「12.2 合意」については、先の交渉でもお答えしたとおり、今後も尊重していく考えに変

わりはない。校務分掌については、最終的には校長が自らの権限と責任において決定するも

のであるが、司書の役割を判断するに当たっては、「12.2 合意」で確認した事柄を十分に

考慮する必要がある。また、一般論として、校長が校務分掌を決定するに当たり、教職員の

意見を聞き、参考にすることは否定しないし、学校の実態や教職員の状況を踏まえて判断す

ることも、ある意味当然と考えている。 

高教組：学校における日常的教育活動を進めていく上で、司書の情報提供が不可欠であると考えて

いる。生徒指導については、図書館に来る子どもたちを常に司書職員は見ている。また、成

績評価についてもＬＨＲ活動や、総合的な学習の時間において読書活動をきちんと行ってい

るか、司書が評価している。それらの日常的教育活動を通じて得た情報を生徒指導や成績査

定に関する職員会議で司書職員が提供することは、きわめて重要なことと考えているが、い

かがか。 

総務課：司書の皆さんが、日常の業務を通じて得ている生徒に関する有益な情報は、関係の教員に

提供していただきたいし、司書に限らず、教職員が保有する情報を必要な範囲で共有し、生

徒指導等に活用していくことは、学校運営上、有益なことである。 

高教組：司書職員が日常的教育活動で得た情報を提供していくことは有益なことであることを確認

した。新学習指導要領には、言語活動の活性化、そのための図書館教育の重要性がうたわれ

ている。その中で、司書の情報提供を含む教育的な役割についても明確に位置付けられてい

る。ぜひ、現場の校長がそのことを踏まえ、図書館教育の充実に向けて一層努力するよう、

県教委として指導していただきたい。 

（３） 

【資料①：７１確認（1971 年の司書制度に関する確認）】 

１．司書、または司書補を全校に配置する。 

２．そのため県立学校管理運営規則を改正する。 

３．組合の要求する「教育職をもって充てる職」は理解できるが、定数法上の枠がないので「事

務職員をもって充てる職」の部に司書・司書補を加える。したがって、給料は、行政職表を

適用するが、勤務の実態は、教育職と同様に扱う。 

４．現任者（私費も含む）のクビきり、強制配置転換はしない。実習助手、用務員は原則とし

て本務にもどるが、ただし本人の希望があれば、そのまま図書館に勤務させる。 

５．昭和 47年 4月 1日以降、図書館に私費職員を採用しない。 

【資料②：１２･２合意（県教委通知）】 

事務連絡 

平成９年 12 月３日 

県立高等学校長 様 

教育庁総務課職員係長 

学校図書館司書の勤務等について（通知） 

 学校図書館司書（実習助手を除く。）の勤務等に関して、昨日、総務課長と新潟県高等学校教職

員組合との間で交渉が行われ、総務課長から別紙１の提案を行い、組合もこれに同意したのでお知
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らせします。 

 なお、当日の交渉において、組合からの質問に対して総務課長が別紙２のとおり回答したので併

せてお知らせします。 

おって、この通知に関して質問等がある場合は、総務課長職員係（内線 3797）あて照会してくださ

い。 

別紙１ 

１ 司書（実習助手を除く。）の勤務は完全週休２日制とする。 

２ 長期休業中の対応は次のとおりとする。 

（１）夏季休業中に３日間の夏期休暇を取得することを原則とする。 

（２）個人的な理由（旅行、帰省、私用など）により勤務しない場合は、年次有給休暇を取得する。 

（３）研修（日常の職務を離れて、専ら職務に必要な知識を取得し、資質を向上させることを目的

として行うものをいう。）については、次のとおり認めるものとする。なお、研修機会の拡大

については、現場の意見を聞きながら、今後とも検討していく。 

  ① 他校や公共図書館を利用して行う職務研修（例えばブロック別研修または校種別 

  研修）で校長が出張として認めたもの 

  ②県外施設の視察や講習会・研修会への参加で校長が出張として認めたもの 

（４）以上の対応については、校長の監督・責任の下で行うものであり、原則として総務課への報

告は不要である。 

３ 司書は専門職であり、学校図書館において教育職員の周辺で業務に従事するものであって、い

わゆる一般事務を職務の主たる内容としているものではない。また、司書の校務分掌上の役割

については、原則として校長の判断を尊重する。 

４ 司書が課業土曜日に自発的に登庁する場合は、これを正規の業務とは認めない。 

５ 教員普通免許状を有する司書が資質向上のため司書教諭講習の受講を希望する場合は、職務専

念義務を免除することができる。 

６ 学校図書館法の一部改正及びその付帯決議の趣旨を踏まえ、司書の役割について今後検討して

いく。 

別紙２ 

１ ２－（１）〔夏期休暇の取得〕及び２－（２）〔年次有給休暇の取得〕は、職員の権利行使に

制約を加える趣旨のものではない。 

２ 司書が、職員や生徒のために他校や公共図書館へ資料収集に行く用務は、職務として認められ

るものである。 

なお、これは長期休業中以外の期間についても同様である。 

３ 司書の勤務について、何か異例なことがない以上、総務課への報告は不要である。 

【資料③：現行学習指導要領上の学校司書の位置付け】 

学校司書の高等学校学習指導要領上の位置づけについて 

新潟県高等学校教職員組合 

 学習指導要領は、大綱的な基準として、以下に示すように、学校の体制作りに、学校司書を学習

上位置付けることとしています。もちろん学習指導要領は、あくまでも大綱的な基準であり、法的

な拘束力はないと考えますが、学校教育をすすめるにあたって、学習に支障ないような体制が組ま

れることが望まれます。 

※注 以下、この囲みは、新高教の注です。その他は、学習指導要領の抜き書きです。 

１．第 1 章総則 

第５節教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項 

(1) 生徒の言語活動の充実（第１章第５款の５の(1)） 

言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え，生徒の言語活動を充実すること 

この中核となる言語環境は、学校図書館であること 

(11) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，生徒の主体的，意欲的な学習活動や読

書活動を充実すること。 
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と、学校図書館の計画的な利用を求めている 

２．第 2 章各学科に共通する各教科において 

国語で、 

(2) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図ることなどを通して，読書意欲を喚起し幅広

く読書する態度を育成するとともに，情報を適切に用いて，思考し，表現する能力を高めるように

すること。 

など学校図書館の計画的利用・活用を求めている。 

芸術で、内容の取扱いで 

(1) 各科目の特質を踏まえ，学校の実態に応じて学校図書館を活用するとともに，コンピュータや

情報通信ネットワークなどを指導に生かすこと。 

など学校図書館の活用を促している。 

３．総則編 第４章 教育課程編成の手順と評価 

第２節 教育課程の評価 

１ 学校評価における教育課程の評価 

(2) 学校評価ガイドラインにおける教育課程の評価 

○ 教育課程等の状況 

・学校図書館の計画的利用や，読書活動の推進の取組状況 

など学校図書館の活用を促している。 

４．総合的な学習の時間編 

第４章指導計画の作成と内容の取扱い 

(5 ) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得つつ全教師が一体とな

って指導に当たるなどの指導体制について工夫を行うこと。 

核心部分なので、ここだけ「解説」も抜粋して示します。 

「学習指導要領解説」・・・（前略）すなわち，この時間は特定の教師のみが担当するのではなく，

全教師が一体となって指導に当たることが重要である。このことは，横断的・総合的な学習を行う

などのこの時間の目標からも明らかである。そのためには，同学年や異学年の教師が協同で計画や

指導に当たることはもちろん，校長，副校長，教頭，養護教諭，図書館司書，実習助手，講師など

もこの時間の指導にかかわる体制を整え，全教職員がこの時間の学習活動の充実に向けて協力する

など，学校全体として取り組むことが不可欠である。 

(6) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設や社会教育

関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。 

と規定し、その体制を整備することとしている。 

第４節 環境整備 

２ 学校図書館の整備 

学習の中で疑問が生じたとき，身近なところで必要な情報を収集し活用できる環境を整えておくこ

とは，問題の解決や探究活動に主体的に取り組んだり，学習意欲を高めたりする上で大切な条件で

あり，その意味からも学校図書館は読書センターや学習・情報センターとしての機能を担う中核的

な施設である。 

そのため，学校図書館には，総合的な学習の時間で取り上げるテーマや生徒の追究する課題に対応

して，関係図書を豊富に整備する必要がある。学校図書館だけでは蔵書に限りがあるため，外部の

論文検索システム等のデータベースへのアクセス権を取得することや外部の公立図書館との連携を

構築することも大切である。自治体の中には，公立図書館が便宜を図り，学校での学習状況に応じ

た図書の拡充を行っているところや，学校が求める図書を定期的に配送するシステムをとっている

ところもある。学校図書館は地域と一体となって学習・情報センターとしての機能を高めたい。学

校図書館では，生徒が必要な図書を見付けやすいように日ごろから図書を整理したり，コンピュー

タで蔵書管理したりすることも有効である。図書館担当は，学校図書館の物的環境の整備を担うだ

けでなく，参考図書の活用にかかわって生徒の相談に乗ったり必要な情報提供をしたりするなど，

生徒の学習を支援する上での重要な役割が期待される。教師は全体計画及び年間指導計画に学校図
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書館の活用を位置付け，授業で活用する際にも図書館担当と十分打合せを行っておく必要がある。 

「図書館担当」は、教師と分けて書いてあるように、学校司書を指す。 

 なお，高等学校の図書館の蔵書数は，小・中学校と比較して格段に多く，地域に関する資料等も

豊富であることが多い。その意味からも，高等学校の図書館は，地域の小・中学校が積極的に活用

できるよう開かれた図書館であることも大切である。 

学校図書館法から踏み込んだ新しい任務に触れている。 

５．特別活動 

第３章 各活動・学校行事の目標と内容 

第１節ホームルーム活動 

２ホームルーム活動の内容 

（３）学業と進路 

イ 主体的な学習態度の確立と学校図書館の利用 

ＨＲ活動で、学習態度確立と、学校図書館の利用を挙げている。 

【資料④：14.6.19 参議院文教科学委員会附帯決議】 

  政府及び関係者は、本法の施行に当たり、学校図書館が子供の育ちを支える重要な拠点である

ことに鑑み、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

一、政府及び地方公共団体は、専門的知識や技能を必要とする学校司書の職務の重要性に鑑み、学

校司書の配置を進めること。その際、現在の配置水準が下がることのないよう留意するとともに、

その配置の在り方について、将来的な学校司書の定数化や全校配置を含め、検討を行うこと。 

二、政府は地方財政措置など学校司書の配置の促進のために現在講じられている取組の充実に努め

るとともに、地方公共団体に対し、その趣旨を丁寧に周知すること。 

三、政府及び地方公共団体は、学校司書の職務が、継続的な勤務に基づく知識・経験の蓄積が求め

られるものであること等に鑑み、学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる任用・勤務条件

の整備に努めること。 

四、政府は、司書資格の保有状況など学校司書に係る実態調査を速やかに実施すること。また、そ

の結果を踏まえ、学校司書の教育的役割を十分に考慮した位置づけ、職務の在り方、配置の促進、

資質の向上のために必要な措置等について、検討を行うこと。 

五、政府及び地方公共団体は、司書教諭の職務の重要性を踏まえ、11 学級以下の学校における司書

教諭の配置の促進を図ること。 

六、政府及び地方公共団体は、多くの司書教諭が学級担任等を兼務しており、学校図書館に係る業

務に時間を費やすことが困難である現状に鑑み、担当授業時間数の軽減等の校務分掌上の工夫な

ど司書教諭がその役割を十分果たすことができるよう、検討を行うこと。 

七、政府は、司書教諭及び学校司書について、平成九年の学校図書館法の一部改正時の衆参両院に

おける附帯決議のほか、今後の実態調査等を踏まえ、職務の在り方について検討を行い、その結

果に基づいて所要の措置を講ずること。 

  右決議する。 

【資料⑤：これからの学校図書館の整備充実について(報告) 

     (2016.10  文部科学省 学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議)】 

３．「学校図書館ガイドライン」について 

(４)学校図書館に携わる教職員等 

○ 学校図書館の運営に関わる主な教職員には、校長等の管理職、司書教諭や一般の教員（教諭等）、

学校司書等がおり、学校図書館がその機能を十分に発揮できるよう、各者がそれぞれの立場で求

められている役割を果たした上で、互いに連携・協力し、組織的に取り組むよう努める。 

○ 学校司書は、学校図書館を運営していくために必要な専門的・技術的職務に従事するとともに、

学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員と共に進める。具体的には、①

児童生徒や教員に対する「間接的支援」に関する職務、②児童生徒や教員に対する「直接的支援」

に関する職務、③教育目標を達成するための「教育指導への支援」に関する職務という３つの観

点に分けられる。 
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○ また、学校司書がその役割を果たすとともに、学校図書館の利活用が教育課程の展開に寄与する

かたちで進むようにするためには、学校教職員の一員として、学校司書が職員会議や校内研修等

に参加するなど、学校の教育活動全体の状況も把握した上で職務に当たることも有効である。 

(５)学校図書館における図書館資料 

○ 発達障害を含む障害のある児童生徒や日本語能力に応じた支援を必要とする児童生徒の自立や

社会参画に向けた主体的な取組を支援する観点から、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた

様々な形態の図書館資料を充実することも必要である。例えば、点字図書、音声図書、拡大文字

図書、ＬＬブック、マルチメディアデイジー図書、外国語による図書、読書補助具、拡大読書器、

電子図書等の整備も有効である。 

４．学校司書の資格・養成等の在り方について 

(２)学校司書のモデルカリキュラムについて 

①モデルカリキュラムの基本的考え方 

○ 平成 26 年報告書では学校司書の職務として、間接的支援に関する職務、直接的支援に関する職

務、教育指導への支援に関する職務が示されており、このような職務に従事する学校司書に求め

られる専門性として、①学校図書館の「運営・管理」に関する職務に携わるための知識・技能と、

②児童生徒に対する「教育」に関する職務に携わるための知識・技能が掲げられている。モデル

カリキュラムはこれらの学校司書に求められる知識・技能の習得のために必要な科目で構成する

こととする。 

【資料⑥：新潟県いじめ防止基本指針(2014.3  新潟県・新潟県教育委員会)】 

(2) いじめの早期発見 

ア いじめは、目に付きにくい時間や場所で行われたり遊びやふざけあいを装って行われたりするな

ど、気付きにくく判断しにくい場合が多いことから、日頃から児童生徒の見守りや観察、信頼関係

の構築等に努め、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの危機意識をもって、的確に関

わり、積極的な認知に努める。 

(3) いじめへの対処 

ア いじめを発見し、又は通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかにいじめ等対

策委員会を中核として組織的に対応し、いじめを受けた児童生徒及びいじめを知らせてきた児童生

徒を守り通すとともに、いじめたとされる児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨と

して、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。 

イ 教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下、的確な対応を図る。

特に、保護者に対しては誠意ある対応に心がけ、責任をもって説明する。 

（４）2019 年 8・5 管理係確認 

2019 年 8 月 5 日校長会理事会で高等学校教育課が説明した内容 

・いじめの対応や特別配慮を必要とする生徒への対応は、司書等を含め、生徒に関わる全職員で情報共

有し、組織的に対応する必要がある。 

・これらの対応に関する研修会や情報共有を目的とする会議は、教育職員に限定することなく、実施さ

れることが望ましいと考えている。 

・県としては守るという観点が最優先として考えている。全職員で対応することが望ましく、なされる

べきである。 

（５）2019 年の 10･28 対県教委「交渉」 

新高教要求 県教委回答 

１．いじめに関わる業務において様々な困難が

生じている現状から以下の点について実現を

図ること。 

（高校課） 

 職員会議の招集範囲については秘密保持の観

点や行政職の観点などから校長が決めるもので
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⑤ 全職員での情報共有が必要という観点か

ら、司書を会議に出席させない管理職に対して

指導を行うこと。 

 

 

 

すが、いじめへの対応や特別な配慮を必要とする

生徒への対応において、生徒に関わる全職員で情

報を共有し、組織的に対応していくことが求めら

れることから、教育職員に限定することなく、司

書等の生徒に関わる職員を含めて、実施すること

が望ましいと考えています。 

やりとり内容 

高教組 いじめに関わる業務のところで、聞き間違いがあったらあれなんですけども、③のと

ころで生徒指導課長さんからすべての教員が連携とおっしゃっていたかなと思うのです

けれども、教員だけでなく全職員という形で理解してよろしいでしょうか。また、高校

課長さんから司書等を含めてということでお答えいただきました。全職員の共有が大事

だということなんですけども、まだまだ校長先生によっては共通理解がなされていない

ようなところがあります。今後どうなんだろうということが心配されますが、もしその

ような事例があるようでしたら、どのようにされますか。 

生徒指導課 全職員という理解です。 

高校課 また続けて校長研修会を通して、この間にもすでに伝えていますけど、大事なことだ

と思いますし、私も昨年までの校長の経験で、やはりそのことを知っていないと、この

子突然授業をさぼってここにいるのかとか技術員さんがみたときに怒られたりというこ

とがありますから、そのことも情報共有しておかないとうまくないこともありますし、

図書館はセーフティネットだと私は思っています。そういうことも含めて、何回も何回

も周知していきたいと思います。そのことでまた、図書館に行って本を読んだりするこ

とだったり、救われる子ども達が絶対出てくると思っていますので、周知を続けていき

ます。 

高教組 あれが変更されるということですか。私がやってた時に、総務課の職員係長と高校課

の管理係長の連名で会議出席にあたっては構成メンバーを決めるのは校長が適切に決め

るんだと。あの趣旨は職員会議への行政職をださないとかね、そういうことで出されて

いるんですよ。あの考え方に変更を求めていくということでいいんでしょうか。 

高校課 変更ということではなく、もともと校長が決めてよいので、私たちはそうゆうことで

出席させてくださいと言っているので、校長が、我々も指導しますが、校長には一応召

集の権限があるので、その中で今言っている通りのことを理解してもらえば。 

高教組 状況が変わったと理解していいんでしょうか。 

高校課 その通りです。実際に言っていますから。そうやってやらないのは困ったもんだと思

っていますが。 

高教組 状況変わりましたよって司書の方に言っても大丈夫ですか。 

高校課 いいですよ。校長に言ってますもの。言ってますから。皆さん心配されていますが。

校長が決めていいわけで、校長の権限ですけどね。ちゃんとそうやって集めて、もっと

もっときちんと子どもたちのいろんな情報を共有しながら、丁寧にケアしてほしいんだ

と伝えている。 

高教組 前々から校長が決めるべきことだったんですよ。 

高校課 そうですよ。 

高教組 それを、なぜか校長さんたちが意思統一をしてみんな出さないようにしようと。だけ

ど今の情勢からすると真逆ですよ。職員全体の情報共有が必要なんだ。だから皆さんか

らすればそんな校長まだいるのか、学校名を教えてくれとまで私は電話で言われたもん

だから。現場の方での共通理解をしっかりしたうえで、なぜ会議が必要なのか、情報共

有が必要なのかということを校長が自分で語らないとだめですよね。 

高校課 そのことも伝えてますので、こうゆう指導の中で、こうゆうふうな、今言った通りで

す。子どもたちのことをしっかりとみるためにね。ここに生徒指導課の課長もいますけ

どそれを広げることによって、救われる子たちが絶対いるわけで、そのことをしっかり

と校長の口から語ってくれるもんだと私は信じていますので。 

 



  新高教発第 55 号 

2025 年 1 月 18 日 

支部長   様 

分会長   様 

司書職員部 様 

新潟県高等学校教職員組合 

執行委員長  遠藤  丞 

 

司書職員を会議から排除することに対する抗議とその撤回を求める要求書について 

  

連日のご奮闘に敬意を表します。 

さて、高教組本部では学年末の成績会議、入試合否判定会議に向けて、県教委に対して通知文および

依頼文の撤回、県高等学校校長協会長に対して方針の撤回を求めてとりくむこととしています。ついて

は下記のとおり分会における要求書のとりくみを要請します。 

 

記 

１．分会のとりくみ 

 次の①②③について、抗議要求書を作成してください 

（日付、分会名、分会長名、押印（③は学校名、校長名）をお願いいたします） 

①県教委に対して 

    「司書職員を諸会議から排除する通知に対する抗議とその撤回を求める要求書」 

②校長協会に対して 

     ｢司書職員を諸会議から排除することに対する抗議とその撤回を求める要求書｣ 

③各学校長に対して 

    「司書職員の諸会議への参加を求める要求書」 

     (要求書は別紙を参考にし、必要に応じて各学校の状況に応じて変更してください) 

 

   作成した抗議要求書①②は 2 月中に行われる支部執行委員会、または 2 月 28 日(木)までに新高教

本部へ提出してください。（郵送可） 

   抗議要求書③については校長へ提出、交渉を行ってください。 

   校長が受け取りを拒否した場合も、一切構わず置いてきてください。 

   また、作成した要求書の写しを新高教本部(司書職員担当)へ提出してください 

 

２．本部のとりくみ 

   ①分会および本部からの要求書を踏まえ、県教委交渉を行います 

   ②分会および本部からの要求書を踏まえた、校長協会への対応を行います 

 

３．その他  不明な点は、新高教本部(司書職員部担当 浅川(025-265-4151))まで問い合わせください 

 



年  月  日 

新潟県教育委員会 

教育長 佐野 哲郎 様 

 

新潟県高等学校教職員組合 

 

分会 

 

分会長        印 

 

 

司書職員を諸会議から排除する通知に対する抗議とその撤回を求める要求書 

 

  日頃から新潟県の教育発展のためにご尽力されていること対し、敬意を表します。 

  さて、貴委員会は「入試合否判定議は教育職員のみで行うこと」を旨とする通知文を 2010

年度より発出し、司書職員を合否判定会議から排除しました。さらに 2013 年 2 月に「職員

会議の適正な運用について(通知)」を発出しました。これは、「生徒の身分にかかわる会議

は教育職員のみで行う」と意思統一をした校長協会の要請に基づく通知であると私たちは認

識しています。このことは、貴委員会の主体性が問われると同時に監督する側の校長にコン

トロールされるという行政上あってはならない状況です。 

 これまでも私たちは、貴委員会に対して通知文を撤回するよう再三要求してきましたが、

「入試合否判定会議については県教委が定めるところ」「会議の出席者は校長が適切に判断

すべきもの」との回答に終始するばかりでした。 

 文部科学省が 2016 年 10 月 20 日に公表した「これからの学校図書館の整備充実について

(報告)」において、「学校教職員の一員として、学校司書が職員会議や校内研修等に参加す

るなど、学校の教育活動全体の状況も把握した上で職務に当ることも有効である」としてい

ます。さらに、この｢報告｣を踏まえた｢学校司書のモデルカリキュラム｣には、『学校教育概

論』などの教職科目が含まれており、教育に携わる職であることが明示されています。また、

2014 年に策定された｢新潟県いじめ防止基本方針｣おいては、いじめの早期発見や対処につ

いて教職員全員の見守りや共通理解が必要であることを述べています。 

 このことからも、他の職員とともに教育活動にとりくんでいる司書職員が、会議において

生徒に関する情報を得ること、また自らも情報を提供することは、学校における教育活動全

体に対して必要かつ有益であることは明らかです。 

 現状の混乱を招いた原因は、司書職員が生徒に対してどのようにかかわっているかを理解

することなく通知を発出した貴委員会にあることは明らかです。事態を収拾し、全職員が生

徒のために組織的に働ける職場を回復するためにも、「入試合否判定会議は教育職員のみで

行うこと」を旨とする通知および「職員会議の適正な運用について(通知)」を撤回するよう

強く求めます。 

 

  



年  月  日 

新潟県高等学校校長協会長 

           市野 正廣  様 

 

                               新潟県高等学校教職員組合 

 

分会 

 

分会長        印 

 

 

司書職員を諸会議から排除することに対する抗議とその撤回を求める要求書 

 

 

 貴協会は 2010 年度より「生徒の身分にかかわる会議は教育職員のみで行う」とし、入試

合否判定会議、学年末の成績会議等から司書職員を排除し、学校現場に大きな混乱を招いて

います。 

 これまでも私たちは、貴協会に対して司書職員を諸会議から排除する考えを撤回するよう

再三要求してきましたが、貴協会からは「考えを改める必要はない」との回答に終始するば

かりでした。 

 文部科学省が 2016 年 10 月 20 日に公表した「これからの学校図書館の整備充実について

(報告)」において、「学校教職員の一員として、学校司書が職員会議や校内研修等に参加す

るなど、学校の教育活動全体の状況も把握した上で職務に当たることも有効である。」とし

ています。さらに、この｢報告｣を踏まえた｢学校司書のモデルカリキュラム｣には、『学校教

育概論』などの教職科目が含まれており、教育に携わる職であることが明示されています。

また、2014 年に策定された｢新潟県いじめ防止基本方針｣においては、いじめの早期発見や

対処について教職員全員の見守りや共通理解が必要であることを述べています。 

 このことからも、他の職員とともに教育活動にとりくんでいる司書職員が、会議において

生徒に関する情報を得ること、また自らも情報を提供することは、学校における教育活動全

体に対して有益かつ必要なことであるは明らかです。 

 司書職員に対して、会議への出席を制限することは、日常的に生徒とかかわりながら果し

ている役割そのものを否定していることにほかならず、仕事に対する意欲を奪われることに

もつながっています。 

 この事態を引き起こした責任は貴協会にあり、強く抗議します。また、事態を収拾し、司

書職員を含む全職員が組織的に働ける職場を回復するため、職種を分断する職員会議運営方

針を撤回するよう、強く要求します。 

 

  



年  月  日 

新潟県立      高等学校長 
 

                  様 

 

                          新潟県高等学校教職員組合 

 

分会 

 

分会長        印 

 

 

司書職員の諸会議への参加を求める要求書 

 

 

  貴職は、明確な理由もなく司書職員の会議出席を制限し、学校現場に大きな混乱を招いて

います。このことにより、司書職員は生徒に関する情報を共有することができず、学校全体

の教育活動にも大きな支障をきたしています。 

 文部科学省が 2016 年 10 月 20 日に公表した「これからの学校図書館の整備充実について

(報告)」において、「学校教職員の一員として、学校司書が職員会議や校内研修等に参加す

るなど、学校の教育活動全体の状況も把握した上で職務に当たることも有効である。」とし

ています。さらに、この｢報告｣を踏まえた｢学校司書のモデルカリキュラム｣には、『学校教

育概論』などの教職科目が含まれており、教育に携わる職であることが明示されています。

また、2014 年に策定された｢新潟県いじめ防止基本方針｣においては、いじめの早期発見や

対処について教職員全員の見守りや共通理解が必要であることを述べています。 

 このことからも、司書職員が会議において生徒に関する情報を得ること、また自らも情報

を提供することは、学校における教育活動全体に対して必要かつ有益であることは明らかで

す。 

 司書職員に対して会議への出席を制限することは、「チームとしての学校」という組織の

あり方に逆行するものであり、学校運営において重大な問題です。また、司書職員の日常的

に生徒とかかわりながら果している役割そのものを否定していることにほかならず、仕事に

対する意欲を奪うことにもつながっています。 

 全職員が組織的に働ける職場を回復するためにも、すべての職員会議に司書職員が出席で

きるようにすることを求めます。 

 

 



 

新高教発第５６号 

２０２５年１月１８日 

支部長 様 

分会長 様 

新潟県高等学校教職員組合 

執行委員長   遠藤 丞 

「組織拡大2025 New Yearキャンペーン」について 

連日のご奮闘に敬意を表します。 

さて、「組織拡大2024startキャンペーン」、「組織拡大2024summerキャンペーン」に続き、「組織拡大2025 New 

Yearキャンペーンを計画いたしました。 

私たち新潟県高等学校教職員組合は労働条件に関わる様々な事柄について、県教育委員会と対等な立場で労

使交渉を行うことができます。今、私たちの県立学校職場は、賃金削減や長時間労働の恒常化など労働条件の

悪化によって、かつてないほどの困難に直面しています。原因の一つとして、組合加入率の低下によって労使

対等のバランスが崩れたことがあげられます。労働条件を改善するためにも組合加入率の増加が必要不可欠で

す。 

組織拡大・要求実現に向けたとりくみをすすめるため、各支部・分会においてとりくみのご協力をお願いい

たします。 

記 

１．とりくみ名 組織拡大2025 New Yearキャンペーン 

 

２．内  容  未組合員（１名以上）を含めた分会・支部会議・学習会等の開催をお願いいたします。 

        その際、会議・学習会補助として、参加者１名につき3,000円の補助を行います。 

        ※組織拡大グッズの活用をお願いいたします。（本部までお問い合わせください） 

        クオ･カード、商品券など金券購入での請求は補助の対象外ですのでご注意下さい。 

 

３．期  間  1月19日(日)～3月5日(水) 

 

４．申請・請求方法 

        郵送、またはFAX、メールにてお願いいたします。 

①別紙用紙（Ⅰ）にて、可能な限り開催日１週間前までに「開催日時」「内容」「予算」等を

報告。→本部より、補助の可否について連絡いたします。 

 ※前日（当日）の計画については、電話で直接お問い合わせください。 

        ②別紙用紙（Ⅱ）にて、３月６日（木）までに、「参加者」「請求金額」「領収書」等を報告。 

        ※締切厳守（提出が遅れた場合は対応できません。） 

 

４．支払い方法  支部・分会口座へ振り込みます。 

        ※入金はとりくみ期間終了後となります。 

５．その他   

   ご不明な点がございましたら担当（組織：浅川）までご連絡ください。（TEL：025-265-4151） 
以 上 



 

（別紙Ⅰ）  

新高教発第５６号 組織拡大2025 New Yearキャンペーン  

申請用紙  可能な限り開催予定日１週間前までにお願いいたします。 

 ※前日（当日）の計画については、電話で直接お問い合わせください。 

新高教 組織部宛  （FAX:０２５－２３１－１０３６ Mail:shinkoukyou@beach.ocn.jp） 

                   報告者             分会 

                氏  名                  

 

 

提出日   月  日（  ） 

開催予定日   月   日（  ）  ：    ～   ：    

計画内容               

 

 

例：分会での夕食交流会を実施  

参加予定人数 組合員：    人   未組合員：    人 

予 算 

（内訳） 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙Ⅱ）  

新高教発第５６号 組織拡大2025 New Yearキャンペーン  

報告用紙  締切厳守 ３月６日(木) 

新高教 組織部宛 （FAX:０２５－２３１－１０３６ Mail:shinkoukyou@beach.ocn.jp） 

                   報告者             分会 

                氏  名                  

提出日   月  日（  ） 

実施日   月   日（  ）  ：    ～   ：    

内 容               

 

 

例：分会での夕食交流会を実施。未組合員の方へ、グッズを渡し、加入の声かけを行った。 

参加人数 組合員：    人   未組合員：    人 

未組合員参加者氏名（                    ） 

※報告の可否について了承の確認をお願いいたします。 

支出内容 

（内訳） 

 

領収書 ※領収書の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 
FAXの場合は重なることがないようにお願いいたします。 
Mailの場合は添付ファイルにてお願いいたします。 



新高教発第57号 

2025年1月18日 

分会長 様 

新潟県高等学校教職員組合 

執行委員長 遠藤  丞 

新高教福利厚生事業「ホテルランチビュッフェを食べに行く会」について 

 

 連日のご健闘に敬意を表します。 

 さて、新高教福利厚生事業として、「ホテルランチビュッフェを食べに行く会」を計画いたしまし

た。新高教本部は2024年度末、2025年度初にむけ「組織力向上」にとりくみます。また、昨今の

物価上昇、2025年度の賃金確定闘争等にむけ、賃金・権利学習会を開催するとともに、意見交換を

通した「組織拡大・強化」にもとりくみます。つきましては下記により、標記会への参加をお願い

いたします。会場の都合により人数に限りがありますが、多くの皆様からのご参加をお待ちしてお

ります。 

記 

 

１. ホテルランチビュッフェを食べに行く会 兼 賃金・権利・福利厚生等学習会 

 

２．日時：①新潟会場 2月16日(日)   ②長岡会場 2月22日(土) 

     学習会  11：00～13：00           10:00～12:00 

     移 動  13：00～13：30                12:00～12:30 

     ランチ  13：30～15：00                12:30～14:00 

 

３．会場：①ホテルクラウンプラザＡＮＡ新潟  ②ホテルニューオータニ長岡 

万代市民会館（予定）        アオーレ長岡（予定） 

 

４．内容： ホテルランチビュッフェによる会食 

     賃金・権利・福利厚生等に関する学習会、意見交換会、その他 

 

５．対象：全組合員 

※可能な限り、新採用者･未組合員･常勤講師･非常勤講師の方をお誘いください。 

 

６．その他： 

 (1)各会場定員（15人程度）に達した場合は先着順とさせていただきます。  

 (2)申込みにつきましては右記二次元バーコードよりお願いいたします。 

   締切：①2月12日(水)  ②2月19日(水) 

(3)申込み完了後、詳細について（会場等）連絡させていただきます。 

(4)別紙チラシの掲示・回覧をお願いいたします。 

(5)ご不明な点は本部青年部担当（浅川）にお問い合わせください。 

TEL：025-265-4151 FAX：025-231-1036 Mail：shinkoukyou@beach.ocn.ne.jp 

mailto:shinkoukyou@beach.ocn.ne.jp


○賃金・権利・福利厚生等を中
心とした学習会を開催

○学習会後はホテルのランチ
ビュッフェで楽しいひととき
をお過ごしください

○引率組合員の参加歓迎！

○会場の都合から定員（15名
程度）に達した場合は先着順
とさせていただきます。

新潟：２月１５日(土)
１１：００～１５：００
万代市民会館（予定）
ANAクラウンプラザホテル

長岡：２月２２日(土)
１０：００～１４：００
アオーレ長岡（予定）
ホテルニューオータニ
申込み・詳細は
こちらから

＜お問い合わせ先＞
新潟県高等学校教職員組合 担当：浅川

TEL:025-265-4151 FAX:025-231-1036 Email:shinkoukyou@beach.ocn.ne.jp

開催内容 開催日時・会場



新高教発第５８号 

２０２５年１月１８日 

支部長 様 

分会長 様 

新潟県高等学校教職員組合 

執行委員長 遠藤 丞 

 

組織拡大・強化に向けた年度末・年度初のとりくみ 

 
 連日のご健闘に敬意を表します。 

 さて、組織拡大・強化が喫緊の課題となっております。つきましては、昨年度同様、下記とりくみに

ついて、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１．とりくみ主旨 

 ○加入促進のとりくみ（声かけアイテムの一つとして活用） 

 赴任した際に「分会員がどなたなのかわからない」ということも多いかと思います。  

   組合員・未組合員含めて、誰が組合員なのかの状況の共有や今後一緒に働いていく仲間へ、学

校の紹介や分会の紹介などを加えていただくことにより、交流、懇親を深めるきっかけになれば

と考えています。 

２．とりくみ内容 

（１）分会マニュアル（学校紹介）を作成 

 （２）年度初の転入者へ配付、声かけを行う 

３．分会マニュアル（学校紹介）の作成手順 

 （１）新高教 HPからひな形をダウンロードする（参考例あり） 

     (http://www.shinkoukyou.net/)  新潟高教組で検索  

→ 組合員のページ(要パスワード) → 分会マニュアル（ひな形、例）より  

     ※パスワードは支部執行委員会 本部情勢報告レジュメに記載 

（２）新旧分会役員を中心にマニュアルを作成する。 

   ※様式、用紙、ページ数、内容等に指定はありません。 

４．その他 

 （１）作成された分会マニュアルをとりくみ例として共有させていただきたいと思います。お手数で

すが、4月での支部執行委員会に持参、または 4月末までに郵送、FAX、メールにて提出いただき

ますようお願いいたします。 

 （２）また、加入パンフレットもご活用ください（新高教HPよりダウンロード可） 

 （３）不明な点は新高教本部浅川まで問い合わせ下さい 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町 2-11-4  TEL：025-265-4151 

                FAX：025-231-1036   Mail：shinkoukyou@beach.ocn.ne.jp 



新高教発第５９号 

２０２５年１月１８日 

支部長 様 

分会長 様 

   新潟県高等学校教職員組合 

執行委員長 遠藤 丞 

 

新潟県高等学校退職者の会 

会長 木村 昭雄 

第２回 60 歳達年を祝う会・第４８回新高教退職者激励会の開催について 

連日のご奮闘に敬意を表します。 

さて、2024 年度末退職者激励会を開催するよう準備中です。また、定年延長の関係から、

節目を祝う意味を込めまして、60 歳達年を祝う会もあわせて開催いたします。 

各分会は該当者全員の参加にむけ、積極的なとりくみをお願いします。 

 

記 

 

１．と き  ３月２９日（土） １２：３０～１４：３０（受付１２：００～） 

２．ところ  新潟東映ホテル 

      （新潟市中央区弁天２－１－６ ℡０２５－２４４－７１０１） 

３．参加対象者 

（１）２０２４年度末時点で６０歳を迎えられた高教組組合員全員 

（２）２０２４年度末に退職（定年、勧奨、普通）される高教組組合員全員 

（３）支部代表：各支部１人 

４．内 容   １２：００～ 受付 

       １２：３０ 開会 励ましの言葉・他 

      懇親会（～１４：３０の予定） 

５．参加申込  

下記様式または、QR コードにて２月２８日（金）までに本部へ報告してください。 

   （ＦＡＸは、勤務時間外でお願いいたします。） 

６．その他 

 （１）楽しく有意義な激励会にしたいと思います。全員のご参加を御配慮ください。 

（２）例年退職辞令交付と同日開催としていましたが、23 年度より別日開催としています。 

（３）分会でまとめての申込みではなく、個人での申込みとなります。 

   下記様式を増す刷りし、組合員へご周知ください。 

                      以 上 

…………………………………………………………………………………………………………… 

新高教本部  ＦＡＸ０２５－２３１－１０３６ 

｢第２回 60 歳達年を祝う会、第 48 回新高教退職者激励会｣ 

参加氏名報告書 

分会名 参加者名 

 

 

 

 

 

 

 

報告期限 2 月 28 日(金) 



新高教発第６０号 

２０２５年１月１８日 

分会長・分校責任者 様 

新潟県高等学校教職員組合 

執行委員長  遠藤  丞 

選挙委員長  大貫 康範 

 

第２９期新高教役員選挙に関わる選挙事務の 

一部の分会への委任と選挙手続き説明会開催について 

 

連日のご健闘に敬意を表します。 

さて、２月１日公示予定の標記第２９期新高教役員選挙に関して、あらかじめ下記のとお

り要請しますので、対応方よろしくお願いします。 

 

記 

 

１．選挙事務の一部の分会への委任について 

（１）選挙委員代理者の選任について（別紙１） 

各分会は選挙委員代理者５人（できなければ可能な数）を選出し、２月１日（土）まで

に選挙委員長(本部)に別紙１により氏名を報告すること。 

 

※分校については本校とは別に 1選挙区とし、1人以上の選挙委員代理者を報告すること。

分校における選挙業務については、その選挙委員代理者に後日別途指示します。少数分

会の選挙事務についても分校に準じて後日別途指示することとします。 

 

（２）選挙人名簿の作成について（別紙２） 

本部が別紙２のように、選挙人名簿（２０２４年１２月末の組合員）を作成しました。 

分会は、投票人名簿に誤りがないか確認の上（誤りがある場合は、追加もしくは二重線

で削除）、２月１日（土）必着で選挙委員長(本部)に返送してください。 

 

※分校については本校とは別に 1選挙区となるため、本校の選挙人名簿に記入せず、別

に本部で分校の選挙人名簿を作成し、本校と同様に投票人名簿に誤りがないか確認の上

（誤りがある場合は、追加もしくは二重線で削除）、２月１日（土）必着で返送してく

ださい。 

 

２．選挙手続説明会の開催について 

（１）期 日 ２月１日（土）第１５３回定期県委員会終了後 

（２）会 場 高校会館 

（３）内 容 選挙の実施要項の説明 

（４）その他 定期県委員会から引き続きの出席をお願いします。 

      （可能な限り、選挙委員代理者が出席できるようご配慮下さい。） 

 

以 上 



（別紙 1） 

 

新高教選挙委員会 

選挙委員長 大貫 康範 様 
 

 

  選挙委員代理者名簿 
No.  名  前 

１ 
 

 

２ 
 

 

３ 
 

 

４ 
 

 

５ 
 

 

 

 役員選挙規程施行細則第９条にもとづき、以上  人を第２９期新高教

役員選挙の選挙委員代理者として選出します。 

 

 

2025 年   月   日 

 

 

             分会・分校 

 

 

分会長               印 

 

 

（分校の場合）選挙委員代理者               印 



新高教発第６０－１号 

２０２５年１月１８日 

常任選挙委員 様 

新潟県高等学校教職員組合 

執行委員長  遠藤  丞 

第 1回常任選挙委員会開催について 

 連日のご健闘、大変ご苦労様です。 

 さて、いよいよ第２９期本部役員選挙の公示間近となりました。それにともない、標記

の会議を下記の通り開催いたしますので、万障お繰り合わせの上ご出席ください。よろし

くお願いいたします。 

 

記 

 

１．日 時 ２月１日（土）１２：３０～１３：００ 

２．場 所 高校会館２Ｆ小会議室 

３．協議題 

 （１）公示Ⅰの確認について 

 （２）選挙の実施要項について 

 （３）その他 

４．参加態様 

  できる限り２月１日（土）１３：３０からの第 153 回定期県委員会の県委員（分会１

人）と兼ねてのご出席をお願いします。弁当を用意しますので参加報告をお願いします。 

５．その他 

 （１）やむを得ず欠席される場合は、必ず本部までご連絡願います。 

                       （担当：浅川・松田 025-265-4151） 

 （２）今後の予定（案） 

    ２月０６日（木）１３：００～第２回常任選挙委員会（立候補確認、抽選） 

    ２月２５日（火）投票日 

    ３月０１日（土）開票日１０：００～、第２回選挙委員会 

選挙委員 

支部名 氏名 分会名 支部名 氏名 分会名 

東新潟 〇桑原 一行 新潟向陽 長岡 高山 千恵子 長岡大手 

西新潟 〇石田 泉 巻総合 魚沼 ◎大貫 康範 塩沢商工 

新発田･村上 伊藤 祐子 新発田南 柏崎 渡辺 淳 柏崎 

新津 室本 明 新津 上越 竹田 光 高田 

県央 浅野 由利 加茂 佐渡 佐藤 孝行 佐渡相川分校 

 選挙委員長◎、常任選挙委員〇 



新高教発第 60-2 号  

2025 年 1 月 18 日  

支部長 様  

分会長 様  

新潟県高等学校教職員組合  

執行委員長  遠藤 丞  

 

 

2025 春季生活闘争｢新潟県中央総決起集会｣への参加について  

 

 

 連日のご健闘に、敬意を表します。  

 さて、2025 春季生活闘争における連合新潟の方針については、第 75 回地方委員会で確認予定と
しており、方針決定後は組合員の力を結集して、「すべての働く仲間の処遇と働き方の改善」へ向
けた諸活動を展開していくこととしています。  

  つきましては、2025 春季生活闘争へ向け機運の醸成と意思統一をはかることを目的として、新潟
県中央総決起集会について、参加体制の確立をお願いいたします。  

 

記  

 

１．日  時  2025 年 2 月 27 日（木）18 時 30 分～20 時 00 分  

 

２．場  所  新潟ユニゾンプラザ 多目的ホール（新潟市中央区上所２-２-２）  

 

３．内  容  （1）主催者あいさつ  

         （2）決意表明（調整中）  

         （3）アピール採択  

        （4）シュプレヒコール  

         （5）団結ガンバロー  

 

４．参加要請  東新潟支部・西新潟支部・新津支部 各分会１人  

 

５．参加報告  1 次集約：2 月 13 日(木) 2 次集約：2 月 25 日(火) 
下記報告様式にて報告ください  

                 FAX は勤務時間外の送信をお願いします  

        2 月支部執行委員会で報告していただいても構いません。  

 

６．そ の 他  不明な点は本部賃金部(浅川：025-265-4151)まで問い合わせください  

 

 

                                                                              以 上  

 

 

 

新潟県高等学校教職員組合  賃金部 あて  

  (ＦＡＸ ０２５－２３１－１０３６) 

 

2025 春季生活闘争｢新潟県中央総決起集会｣(2 月 27 日 新潟) 参加報告  

 

   分会名  

 

 

   参加者氏名  

 


